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事業実施に当たっての留意事項について 

特定施設入居者生活介護 

 

主な関係法令 

 介護保険法（平成9年法律第123号） 

 介護保険法施行令（平成10年政令第412号） 

 介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号） 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成24年7月10日山口県条例35号） 

 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例（平成24年7月10日山口県条例36号） 

 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

施行規則（平成24年9月28日山口県規則第82号） 

 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例施行規則（平成24年9月28日山口県規則第83号） 

 

指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

（平成11年9月17日老企第25号） 

第１ 基準の性格 

 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度

の基準を定めたものであり、指定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の

向上に努めなければならない。 

 

第２ 総論 

２ 用語の定義 

（１）「常勤換算方法」 

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務

すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で除することによ

り、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうもの

である。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに

従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の

指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼

務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間

だけを算入することとなるものであること。 

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

１ 基本的事項 

資料９ 
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（昭和47 年法律第113 号）第13 条第１項に規定する措置（以下「母性健康管理

措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（平成３年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」という。）第

23 条第１項、同条第３項又は同法第24 条に規定する所定労働時間の短縮等の措

置（以下「育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講

じられている場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤

の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能

とする。 

 

（２）「勤務延時間数」 

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係る

サービスの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に

位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者１人につき、勤務延時間

数に参入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務す

べき勤務時間数を上限とすること。 

 

（３）「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従

業者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）に達し

ていることをいうものである。ただし、ただし、母性健康管理措置又は育児及び

介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている者については、利用

者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従

業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。また、同一

の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の

職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、

それぞれに係る勤務時間数の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達してい

れば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者によって

行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、

指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している

者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこと

となる。 

また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法

（昭和22 年法律第49 号）第65 条に規定する休業（以下「産前産後休業」とい

う。）、母性健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業

（以下「育児休業」という。）、同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休

業」という。）、同法第23 条第２項の育児休業に関する制度に準ずる措置又は同

法第24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に規定す

る育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ず

る休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準において求められる

資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換算することによ
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り、人員基準を満たすことが可能であることとする。 

 

（４）「専ら従事する」「専ら提供に当たる」 

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しな

いことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当

該事業所における勤務時間（指定通所介護及び指定通所リハビリテーションにつ

いては、サービスの単位ごとの提供時間）をいうものであり、当該従業者の常

勤・非常勤の別を問わない。ただし、指定通所介護及び指定通所リハビリテーシ

ョンについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の

途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通

じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるものである。 

 

 

居宅サービス単位数表（短期入所生活介護費から特定施設入居者生活介護費に

係る部分に限る。）に関する通則事項    （平成12年3月8日老企第40号） 

第２の１ 通則（抜粋） 

（２）入所等の日数の数え方について 

① 短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日及び

退所等した日の両方を含むものとする。 

② ただし、同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事 

業所、特定施設又は介護保険施設(以下②及び③において「介護保険施設等」と

いう。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における介護保険施設等であっ

て相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているものの間で、利用者等が一

の介護保険施設等から退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所等す

る場合については、入所等の日は含み、退所等の日は含まれない。したがって、

例えば、短期入所生活介護の利用者がそのまま指定介護老人福祉施設に入所し

たような場合は、入所に切り替えた日については短期入所生活介護費は算定し

ない。 

③ なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地

内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用され

るもの(以下「医療保険適用病床」という。)又は当該介護保険施設等と隣接若

しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であっ

て当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われて

いるもの(以下③において「同一敷地内等の医療保険適用病床」という。)に入

院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等におい

ては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院

したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合

を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。 
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第２の４（１） 

① 特定施設入居者生活介護を受けている者の入所中の居宅サービス及び地域

密着型サービスの利用については、特定施設入居者生活介護費を算定した月

において、当該居宅サービス及び地域密着型サービスに係る介護給付費(居宅

療養管理指導費を除く。)は算定しないものであること(外泊の期間中を除

く。)。ただし、特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、当該事

業者の費用負担により、その利用者に対してその他の居宅サービス及び地域

密着型サービスを利用させることは差し支えないものであること。 例えば、

入所している月の当初は特定施設入居者生活介護を算定し、引き続き入所し

ているにも関わらず、月の途中から特定施設入居者生活介護に代えて居宅サ

ービスを算定するようなサービス利用は、居宅サービスの支給限度基準額を

設けた趣旨を没却するため、認められない。なお、入居者の外泊の期間中は

特定施設入居者生活介護は算定できない。 

 

Ｑ：特定施設入居者生活介護の提供を受けている入居者が、自らの希望によ

り、特定施設入居者生活介護の一環として行われる介護サービスとは別途

に、外部事業者による介護サービスを利用している場合の費用負担関係は

どのようになるか。 

 

Ａ：入居者が自己負担により外部事業者に対してその介護サービスの利用料を支

払う。 

                ＜介護保険最新情報Vol.71一部抜粋＞ 

 

 
 

（１）生活相談員 

常勤換算方法で、利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受

ける入居者（以下「介護予防サービスの利用者」という。）の合計数（以下「総

利用者数」という。）が100又はその端数を増すごとに１人以上 

 

（２）看護職員又は介護職員 

 イ 看護職員又は介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数及び介護

予防サービスの利用者の数に10分の３を乗じて得た数の合計数が３又はそ

の端数を増すごとに１以上であること。 

 ロ 看護職員の数は次のとおりとすること。 

  ①総利用者数が30を超えない指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、１

以上 

  ②総利用者数が30を超える指定特定施設にあっては、常勤換算方法で、１に

総利用者数が30を超えて50又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以

上 

２－１ 人員基準／特定施設入居者生活介護 
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 ハ 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者

生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。 

解釈通知（一部抜粋） 

「常に１以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者

生活介護の提供に当たる介護職員が確保」とは、介護サービスの提供内容に応

じて介護職員の勤務体系を適切に定めることであり、宿直時間帯を含めて適切

な介護を提供できるようにするものとする。 

「宿直時間帯」は、それぞれの事業所ごとに利用者の状況等に応じて、例えば

午後９時から午前６時までなどと設定するものとする。また、宿直時間帯には

宿直勤務を行う介護職員がいなければならないこととする。 

 

（３）機能訓練指導員 １以上  

 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッ

サージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格を有する者 

 

Ｑ：はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復又はあん摩マッサ

ージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機

能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規

定はあるのか。 

 

Ａ：要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり

師・きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、

十分な経験を得たと当該施設の管理者が判断できることは必要となる。 

＜介護保険最新情報 Vol.629 問 32＞ 

 

Ｑ：はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧

師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指

導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。 

 

Ａ：例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書

面でそれを証していることを確認すれば、確認として十分である。 

＜介護保険最新情報 Vol.629 問 33＞ 

 

 機能訓練指導員の兼務について 

一般型特定施設入居者生活介護事業所において、機能訓練指導員は当該特定

施設における他の職務に従事することができるものとされているため、看護職

員と兼務することは可能。この場合、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の

従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤の要件を満たすこととなるため、

人員基準上は、機能訓練指導員として常勤１、看護職員として常勤１それぞれ

を同時に満たすこととなる。 

ただし、個別機能訓練加算を算定する場合については、専従の機能訓練指導

員の配置が要件となり、当該機能訓練指導員が同一事業所内の他の職務に従事
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する（専従ではない）場合は、当該加算は算定できない。なお、この加算にお

ける常勤専従の要件を満たした上での加配の職員が、看護職員と機能訓練指導

員を兼務することは可能。 

 

個別機能訓練加算 算定なし 個別機能訓練加算 算定あり 

 

 看護職員 

 機能訓練指導員 

 

 ※兼務職員１名を以て 

それぞれ人員基準を満たす 

 

 

 看護職員 

 機能訓練指導員 

 

 ※加算の算定にあたっては、 

  それぞれ配置が必要 

 

 

（４） 計画作成担当者 １以上（総利用者数が100又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

 

 利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均
値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

 

 

 

（１）生活相談員 

常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護の提供を受ける入居者（以下「介護予防サービスの利用者」という。）

の合計数（以下「総利用者数」という。）が100又はその端数を増すごとに１人

以上 

 

（２）介護職員 

常勤換算方法で、利用者の数が10又はその端数を増すごとに１及び介護予防サ

ービスの利用者の数が30又はその端数を増すごとに１以上であること。 

 

（３）計画作成担当者 １以上（総利用者数が100又はその端数を増すごとに１を

標準とする。） 

  

 利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均
値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

 

 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所の兼務について 

外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業所の介護職員が、他のサー

ビスの職務（養護老人ホームや指定訪問介護等[受託居宅サービスとしてのサ

ービスを含む]）を兼務している場合においては、勤務表上、それぞれの勤務時

２－２ 人員基準／外部サービス利用型特定施設入居者生活介護 

職員Ａ 
職員Ａ 

職員Ｂ（専従） 
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間を区分して記載する必要がある。 

なお、その際は、介護職員としての常勤換算数を毎月算出し、各サービスに

おける人員基準を満たしているか確認すること。 

また、勤務時間の区分の方法として、１日の勤務時間（８時間）を、勤務形

態及び曜日によって、それぞれ勤務するサービスの従事時間ごとに按分する場

合は、按分された勤務時間数が実際の勤務実態と相違しないよう、実態に即し

た按分方法とすること。 

 

 

 

（16）短期利用特定施設入居者生活介護について  

 利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定め、その者に特定

施設入居者生活介護を提供した場合に、要介護状態の区分に応じて、それぞれの

所定単位数を算定する。 

◇算定要件等（抜粋） 

・ 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者が、指定居宅サービス等の運営

について３年以上の経験を有すること 

・ 指定特定施設の入居定員の範囲内で、空いている居室等（定員が１人であるも

のに限る。）を利用するものであること。ただし、短期利用特定施設入居者生

活介護の提供を受ける入居者（利用者）の数は、１又は当該指定特定施設の入

居定員の100分の10以下であること 

・ 利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めること 

・ 家賃、敷金、介護等その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領す

る費用を除き、権利金その他の金品を受領しないこと 

・ 介護保険法等に基づく勧告、命令、指示を受けたことがある場合にあっては、

当該勧告等を受けた日から起算して５年以上の期間が経過していること 

Ｑ：利用者に対し連続して３０日を超えて短期利用特定施設入居者生活介護を

行った場合において、３０日を超える日以降に行った短期利用特定施設入

居者生活介護については、短期利用特定施設入居者生活介護費は算定でき

ないが、その連続する期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介

護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。 

 

Ａ：期間内に短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護の利用実績がある場合

は、その期間を含める取り扱いとなる。 

＜介護保険最新情報Vol.267 問108＞ 
 

３ 介護報酬及び各種加算の概要等 
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Ｑ：短期利用の３年経過要件については、平成27年度改定により、特定施設ご

とではなく、事業者ごとに判断されることとなったが、2015年４月時点に

おいて、同一法人がA事業所とB事業所を運営している場合に、以下のそれ

ぞれのケースについて、要件を満たしているかどうか明らかにされたい。 

① A事業所において2012年４月から運営を行っており（３年間）、B事業所に

おいて2014年４月から運営を行っている（１年間）場合 

② A事業所において2013年４月から運営を行っており（２年間）、B事業所に

おいて2014年４月から運営を行っている（１年間）場合 

③ A事業所において2012年４月から2014年３月まで運営を行い（２年間）、そ

の後、B事業所において2014年４月から運営を行っている（１年間）場合 

 

Ａ：①については、A事業所において３年の経験を有しているため、要件を満す。 

②については、A事業所とB事業所の経験を有する期間が重複しているため、 

法人としては２年の経験しか有していないため、要件を満たさない。 

③については、法人として３年の経験を有しているため、要件を満たす。 

 ＜介護保険最新情報Vol.454 問109＞ 

 

（17）その他  
 

◇健康診断 
 

Ｑ：サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求める

ことはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取

り扱うべきか。 

 

Ａ：利用者が相当期間以上集団的な生活を送ることが想定されることから、健康診

断書の提出等の方法により利用申込者についての健康状態を把握することは

必要と考えられ、主治医からの情報提供等によっても必要な健康状態の把握が

できない場合には、別途利用者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、

その費用については原則として利用申込者が負担すべきものと考えられる。 

また、こうした求めに利用申込者が応じない場合はサービス提供拒否の正当な

事由に該当するものと考えられる。 

           ＜介護保険最新情報 Vol.106 Ⅱの 1＞ 

 

 
 

◇入院中の外泊の際の費用負担 
 

Ｑ：特定施設入居者生活介護利用者について、入院中の外泊により、特定施設入

居者生活介護サービスを提供した場合の費用負担は実費となるのか。 

 

Ａ：医療保険適用病床入院からの外泊中に受けたサービスについては、医療保険に

おいて外泊時の費用を算定しているため、介護報酬は算定できない。 

当該サービス提供にかかる費用負担については、利用者と事業所との契約によ

って定められる事項であり、入居時に入院時の取扱いについては説明・同意を

得ておく必要がある。 
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（１）加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等 

が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることと

する。なお、この場合、算定されなくなった事実が生じた日から加算等の算定を

行わないものとする。 

 また、この場合において、届出を行わず、当該算定について請求を行った場合

は、不正請求となり、支払われた介護給付費は不当利得となるので返還措置を講

ずることとなることは当然であるが、悪質な場合には指定の取消しをもって対処

すること。 

 

（２）業務の参考にするべき通知文等 

 厚生労働省 介護サービス Q&A 

 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成 12年 3

月 30日老企第 54号） 

「その他の日常生活費」に係る Q&A（平成 12年 3月 31日厚生省老人保健課

福祉局介護保険制度施行準備室 事務連絡） 

 医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の

相互に関連する事項等について（平成 18年 4月 17日老老発第 0428001号・

保医発第 0428001号） 

 リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組につ

いて（令和6年3月15日老高発0315第2号・老認発0315第2号・老老発0315第2

号） 

 「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的な考え方並びに

事務処理手順及び様式例の提示について」（令和6年3月15日老老発0315第4

号） 

 

４ その他 


